令和6年度豊能精神医療懇話会　議事概要

日　　時：令和７年１月21日（火）　午後２時から午後４時
開催場所：豊中市保健所　事務室１　（ZOOMによるハイブリッド会議）
出席委員：出席委員数12名　（委員定数13名）
西元委員、澤委員、八尋委員、喜田委員、今西委員、林委員、池田委員、
尾下委員、八田委員、日垣委員、吉村委員、松浪委員

■報告 「豊能圏域における自殺者数の報告」について
  資料に基づき、事務局から説明
  【資料1】「豊能圏域における自殺者数の報告」

■議題１　「身体合併症における病病・病診連携」について（意見交換）
　　令和５年度実施「豊能救急告示病院 精神疾患合併症のある患者の受入状況に関するアンケート」のうち身体・精神科の病病連携に関する内容について事務局から説明

（意見）
～身体科医療機関～
· 主に三次救急を受け入れているが、薬物中毒、リストカット等の中等症患者である二次救急の受入も行っている。まずは救命治療をし、身体科の症状が落ち着けば、精神症状について、専門医に治療を仰ぐという流れである。以前から特定の精神科病院と連携しており、精神科治療で困った場合にはコンサルトができるため、精神科治療での問題はあまり生じていない。
· 入院中の精神疾患患者については、常勤の精神科医が対応している。認知症や高齢患者の入院が多く、そのリエゾン診療にかなり労力を要している。入院中の独歩患者は３分の１、残りの３分の２は担送・護送患者であり、看護師の負担が増大している。
精神疾患合併症患者の退院や転院に関しては常勤の精神科医の判断もあり、豊能圏
域内の精神科病院で受け入れてもらうケースも多く、円滑に行うことができている
状況である。

～精神科医療機関～
· 大阪府内に精神科病院が50か所あるが、内科医がいる精神科病院は限られている状況である。大阪府は、民間病院の病床のうち、毎晩２床を空床として確保し受入対応 できるように、夜間・休日精神合併症支援システムを運用している。診療報酬の問題もあり、身体科と精神科両方の治療が可能な重層体制が取れている病院は府内でも相当限られている。
現在、二次救急・三次救急医療機関と精神科病院をつないでいるシステムを補完する役割を関西医科大学総合医療センターが中心となり担っている状況である。
· 精神科病院において身体疾患で転院を要する場合、以前は転院先を見つけることが非常に困難であったが、７～８年前から円滑に転院ができるようになった。その要因として、行政が会議を開催するなど顔の見える関係づくりに取り組んでいることや、臨床研修医のシステムにおいて精神科の病床のない急性期病院の研修医を精神科病院で受け入れているためと考えている。
· 身体合併症患者の病病連携について、自院は10年以上前から複数の総合病院との人事交流を通じて取り組んでいる。最近は、施設、総合病院、保健所など多方面からの依頼が増えている。身体合併症には、精神科病院に長期入院中に癌等になる場合と、状態が急変する場合の２種類がある。医療人材の確保も徐々に厳しくなるが、地域の医療機関、行政、地域サービス等と、今後より強固に連携・協力しながら進めていきたい。
· 当院の救命救急センターにおいては、身体合併症患者に必ず精神科医が関わるシステムになっており、特に自殺企図の患者には入院当初から関わっている。また、退院可能かどうかの判断をする際にも関わり、精神科的な治療の継続が必要な場合は、精神科病棟に移して治療を継続するケースもある。このルートで挙がってくる患者のほとんどは、自殺再企図のリスクが高いが、既往歴がない場合や、かかりつけの精神科医もないケースが多く、常時２～３人は精神科病棟で入院している状況である。
· 身体合併症においては高齢化の問題も出てきており、身体科の治療で受け入れた患者のベースに認知症があるケースが増えている。身体科病棟での治療が困難な場合には精神科の病棟で受け入れ、身体科の治療を継続するケースもある。

■議題２　「アルコール健康障がいにおける病病・病診連携」について（意見交換）
　資料に基づき、事務局から説明
　【資料２】「大阪府のアルコール健康障がい対策について」
【資料３】「大阪府アルコール関連問題のある人への簡易介入マニュアル」
【資料４】「アルコール健康障がいについての意見シート」

（委員から行政に対して質問）
· SBIRTSは啓発とスクリーニングツールとして非常に有効と感じるが、精神科病院・診療所で活用するより、一般の病院・診療所の医師に活用してもらうことを想定しているものと理解しているがどうか。
（大阪府地域保健課から回答）
· ご意見通り、広く活用していただきたいと考えている。府は、大阪府医師会の協力を得て医療者向けに研修会を実施した。今後も郡市区等医師会を通じて、医師会会員の皆様にマニュアルがお届けできないか、検討しているところ。



（意見）
～精神科医療機関～
· AUDITについては、若い医師への指導等で使用したことがあるが、精神科医にとってAUDITを使ってスクリーニングすることはあまりない。スクリーニングツールとして使うこともあるが、通常の診断基準や病歴、生活歴全体から診断をしている。
· 依存症の専門医療機関以外の精神科医療機関においてもアルコール依存症患者は一定数診察している。急性期治療や入院医療を終え、地域に戻る際にはケースワーカーを通じて専門医療機関の紹介等を行っている。
· AUDITを使ってスクリーニングすることは、精神科ではあまり有用ではなく、一般の開業医などに広める方が良いと思う。専門医療機関は、断酒の意思が無いとすぐに受け入れてもらえないような場合もあるので、専門医療機関へつなげる前段階として、精神科病院や診療所を紹介いただければと思う。
· アルコール依存症の治療は、継続性がなく中断するケースが非常に多い。２型糖尿病を、カロリー依存という視点で診たケースがある。栄養指導の場面に精神科が関与し、良い結果が出たことがある。肝臓病の方もアルコールが関与していることが多いため、身体疾患から依存症治療に繋げる方が、継続性があるのではないか。
· 現在はハーム・リダクションという概念が一般的になっており、断酒を目標にすると、治療を中断してしまうので、障害になっている部分を軽減するという考え方である。内科や精神科クリニックなど、どこかに繋がることでハーム・リダクションができていれば十分な治療ができている。豊能圏域では、専門医療機関がないという問題に焦点が当たりがちだが、地域ではかなりハーム・リダクションに向けて取り組んでいるのかなと感じる。
· アルコール依存症患者を数名診療している。患者宅近隣の内科診療所等と連携している。断酒をめざすのではなく、減酒できたことを評価している。独居で孤独な患者が多いため、自助グループ等患者が気兼ねなく参加できる地域の集まり等があると良い。
· 認知症初期集中支援チームの活動で、地域から孤立し、認知症が疑われる高齢者を訪問すると、実は飲酒問題があるケースが多い。身体科の治療までは割とうまくいくが、その後のアルコール依存症の治療に関しては、認知症初期集中チームの支援期間を超えてしまうこともあり、なかなか継続してフォローアップできていないのが現状。

～身体科医療機関～
· [bookmark: _GoBack]自分はAUDITや簡易介入マニュアルを知っていたが、スタッフには浸透していないようだ。12年間で240件のアルコール性肝硬変の患者を診療してきたが、半数が救急や診療所医師からの紹介で、残りの半数は未受診の状況だった。患者側は、医療機関では飲酒について話したがらず、医療機関側も飲酒の話をすると患者に嫌がられると考えているため、会社や地域など、気軽に話ができる場面でAUDITを活用する方が有効であると考える。
· アルコール性肝硬変の人は背景に依存症があるのではないかと考えるようにしている。約２割の方は断酒するが、残りの人は肝臓がんになっても止めない。断酒させるのは難しいが、少しでも医療の場に繋いでおくことが重要であると考えている。
· 救命救急センターには、アルコールが原因の意識障害、ショック、大量飲酒による自損等の患者が搬送されてくる。身体症状の治療後、依存症の場合は自院の患者支援センターで専門医療機関への転院調整を行うことが多い。

～訪問看護、歯科・薬剤師会、行政～
· アルコール依存症患者は孤独な方が多く、訪問看護を拒否されると支援が中断してしまうため、人間関係の構築を常に意識している。入院を勧めても拒否する方が多く、関係機関と相談しながら地域でどれだけ支えていけるだろうと模索しながら関わっている。
· 認知症のある歯科患者が増えており、家族等のサポートがない患者は、治療中断してしまうことが多い。痛みについて、歯科で痛いのか精神疾患に関連するものなのか判断の必要なケースが増えており、精神科の医師に問い合わせをして対応している。
· 薬局でアルコール依存症患者に対応することはほぼない。アルコールについては社会問題になっているため、今後はケアマネジャー等と協力して対応していきたい。
· 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めており、医療・福祉の連携が今後より重要になると考えている。
· 市町村が実施している健康づくりの取組としてアルコール依存の対策を行っている。保健所・市町村の取組の中で、特に内科医、かかりつけ医にAUDIT、SBIRTSを活用していただくことが重要であると考えている。また、認知症患者増加への対応、特に高齢者の救急医療の課題については、精神科医療も同様であると考えているため、行政や医療機関、地域の方も含め、連携しながら取り組んでいきたい。
